
平成 31年 3月 26日 

厚生部高齢福祉課 

 

平成 31年度地域医療介護総合確保基金（介護分）事業計画（案）について 

 

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき造成された

富山県地域医療介護総合確保基金（以下「基金」という。）を活用した平成 31年度事業計

画について、市町村、介護サービス事業者、県庁内関係各課等との協議を踏まえ、次のと

おり申請の準備を進めており、計画案を諮るもの。 
 

【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第４条第４項】 

都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、

医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に

関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

１．事業内容 

  団塊の世代が 75歳となる 2025年を見据え、地域包括ケアシステムの構築に向けて、

介護施設等の整備を進めるとともに、介護人材の確保に向けて取り組むもの。 
 
（１）介護施設等の整備 

   小規模多機能型居宅介護事業所や認知症高齢者グループホーム等の整備、介護施設

の開設準備等及び特養多床室のプライバシー確保のための改修等に必要な経費を助成 
 
（２）介護従事者の確保 

   多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善等の観点から介護従事

者の確保対策を推進 

 

２．平成 31年度の基金（介護分）に係る国予算額（国 2/3、県 1/3の負担） 

  824億円（介護施設等の整備:700億円、介護従事者の確保:124億円） 

 

３．基金（介護分）の執行状況と平成 31年度の県計画（案） 

                                   （単位:百万円） 

 
27年度 

執行額 

28年度 

執行額 

29年度 

執行額 

30年度 

執行額(予定) 

31年度 

実施事業額(案) 
備考 

施設等整備 551 780 852 94 1,173 介護分は 27
年度から実施 従事者確保 81 82 82 98 121 

計 632 862 952 192 1,294   

※平成 31年度の実施事業（案）の概要については右表のとおり。（事業を実施するに 

あたっては 30年度以前の基金残額も活用するものの、国から県への基金配分額等に

よっては、事業内容の変更・見送りもあり得る。） 

 

４．スケジュール（予定） 

 ・３月     県社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

 ・５月以降  国へ平成 31年度県計画提出、国から内示 



 


